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議案第 １ 号 

 

 

令 和 ８ 年 度 滝 沢 市 一 般 会 計 予 算 

 

 

 令和８年度滝沢市の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 24,000,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担する行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000

千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                         滝沢市長 武田 哲      
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（単位　千円）

市道等維持修繕（土木・西地区）工事の工事請負
費の支払に必要とする経費についての債務負担

自 令 和 8 年 度 契約書に定める契約単価等に施
工数量を乗じた工事代金となる
経費の額至 令 和 9 年 度

市道等維持修繕（土木・東地区）工事の工事請負
費の支払に必要とする経費についての債務負担

自 令 和 8 年 度 契約書に定める契約単価等に施
工数量を乗じた工事代金となる
経費の額至 令 和 9 年 度

市道等維持修繕（土木・中央地区）工事の工事請
負費の支払に必要とする経費についての債務負担

自 令 和 8 年 度 契約書に定める契約単価等に施
工数量を乗じた工事代金となる
経費の額至 令 和 9 年 度

市道等維持修繕（土木・南地区）工事の工事請負
費の支払に必要とする経費についての債務負担

自 令 和 8 年 度 契約書に定める契約単価等に施
工数量を乗じた工事代金となる
経費の額至 令 和 9 年 度

以 降 当 分 の 間

自 令 和 8 年 度

以 降 当 分 の 間

自 令 和 8 年 度

水洗便所改造資金の金融機関融資に係る損失補償
額についての債務負担

水洗便所改造資金借受者に対する利子補給につい
ての債務負担

至 令 和 9 年 度

滝沢市コミュニティバス運行委託費の支払に必要
とする経費についての債務負担

第２表　債務負担行為

事 項

中小企業振興資金の融資に伴う利子補給について
の債務負担

中小企業振興資金及び岩手県小口事業資金融資に
係る保証料補給についての債務負担

自 令 和 8 年 度
水洗便所改造資金融資額に係る
損失額

至 令 和 13 年 度

各融資の残高に対し年 2.0％以
内で計算した額

期 間 限 度 額

自 令 和 8 年 度 融資期間において融資した元本
について期間融資残高に対し、
年 5.0％以内で計算した額至 令 和 13 年 度

自 令 和 8 年 度
32,578

岩手県信用保証協会の定める保
証料の額

市道等維持修繕（土木・北地区）工事の工事請負
費の支払に必要とする経費についての債務負担

自 令 和 8 年 度 契約書に定める契約単価等に施
工数量を乗じた工事代金となる
経費の額至 令 和 9 年 度

滝沢市一般会計
－ 8 －



（単位　千円）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合にはその債権者と協定す
るものによる。ただし、市財
政の都合により据置期間及び
償還期間を変更し、又は繰上
償還もしくは借換えすること
ができる。

年 7.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借入れる資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）

普通貸借又は
証券発行

コミュニティセンター
整 備 事 業

2,800

交 通 政 策 推 進 事 業 4,700

電 子 入 札 シ ス テ ム
導 入 事 業

5,500

1,188,500

公 園 施 設 整 備 事 業 45,200

埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー
整 備 事 業

3,600

道 路 整 備 事 業 251,100

償 還 の 方 法起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率

第３表　地方債

庁 舎 等 改 修 事 業 31,500

学 校 整 備 事 業 129,800

市 営 住 宅 整 備 事 業

計

河 川 整 備 事 業 135,000

1,937,700

400

社会体育施設整備事業 42,800

総 務 債 借 換 債

消 防 施 設 整 備 事 業 20,100

学 校 給 食 セ ン タ ー
整 備 事 業

400

児童福祉施設整備事業

県 営 農 村 災 害
対 策 整 備 事 業

農 林 業 施 設 整 備 事 業

48,100

26,000

2,200

－ 9 －
滝沢市一般会計



 



議案第 ２ 号 

 

 

令和８年度滝沢市国民健康保険特別会計予算 

 

 

 令和８年度滝沢市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,701,521千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、100,000 千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                           滝沢市長 武田 哲      
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1 国庫補助金

入

3,521 1 3,52

（

0

4 県

単

支出金 3,491,1

位

59 3,300,06

　

3 191,096

千

1 県補助金

円

3,491,158 3

）

,300,062 19

款

1,096

項

2 財政安定化基金

本

交付金 1 1 0

年

5 財産収入 1 1

度

0

1 財

予

産運用収入 1 1 0

算

6 繰入金 3

額

76,832 442,

前

871 △66,039

年

1 他会

度

計繰入金 318,66

予

0 342,954 △2

算

4,294

額

2 基金繰入金 58

比

,172 99,917

較

△41,745

増

7 繰越金 1 1

減

0

1 繰

(

越金 1 1 0

△

8 諸収入 6,50

)

7 9,007 △2,5

滝

00

延

沢

滞金、加算金及び過
1

市

6,503 9,003

国

△2,500
料

民

2 預金利子 1

健

1 0

3

康

雑入 3 3 0

保

歳　　　入　　　

険

合　　　計 4,701

特

,521 4,503,

別

295 198,226

会計

－ 12 －

第

1 国民

１

健康保険税 823,4

表

19 751,230 7



　

費 34,205 31,

　

919 2,286

出

2 徴収費 1

（

2,196 9,082

単

3,114

位

3 運営協議会費 2

　

30 230 0

千

2 保険給付費 3

円

,440,272 3,

）

265,269 175

款

,003

項

1 療養諸費 2,93

本

0,007 2,783

年

,345 146,66

度

2

2 高

予

額療養費 500,35

算

0 470,350 30

額

,000

前

3 移送費 10 10 0

年

4 出産

度

育児諸費 7,504 9

予

,004 △1,500

算

5 葬祭

額

諸費 2,400 2,5

比

50 △150

較

6 傷病手当金 1

増

10 △9

減

国民健康保険事業費

(

納
3 1,110,59

△

9 1,090,354

)

20,245
付金

滝

1 医療給付

沢

費分 714,416 7

市

28,008 △13,

国

592

民

2 後期高齢者支援金等

健

分 278,396 27

康

9,096 △700

保

3 介護納

険

付金分 90,354 8

特

3,250 7,104

別

子ども

会

・子育て支援納
4 27

計

,433 - 27,43

－

3
付金分

 

4 保健事業費 69,

1

722 72,194 △

3

2,472

 

1 保健事業費 10

－

,823 16,547 △5,724

2 特定健康診査等事業費 58,899 55,647 3,252

5 基金積立金 1 1 0

1 基金積立金

1

1 1 0

総

6 公債費 113 63 5

務

0

1 公

歳

費

債費 113 63 50

4

7 諸支出

6

金 4,183 4,18

,

3 0

631 41,

　

231 5,400

　

1 総務管理



　

8 予備費 3

千

0,000 30,00

円

0 0

1

）

予備費 30,000 3

款

0,000 0

項

歳　　　出　　

本

　合　　　計 4,70

年

1,521 4,503

度

,295 198,22

予

6

算額 前年度予算額 比較増減(△)

滝沢市国民健康保険特別会計

－ 14 －

1 償還金及び還付

（

加算金 4,182 4,

単

182 0

位

2 繰出金 1 1 0



議案第 ３ 号 

 

 

令和８年度滝沢市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

 令和８年度滝沢市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 768,217千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                           滝沢市長 武田 哲      
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181 100,477

歳

1 後期

入

高齢者医療保険料 58

歳

5,658 485,1

出

81 100,477

予

2 使用料

算

及び手数料 20 23 △

歳

3

1 手

　

数料 20 23 △3

　

3 繰入金 1

　

81,404 151,

　

525 29,879

入

1 一般会

（

計繰入金 181,40

単

4 151,525 29

位

,879

　

4 繰越金 1 1 0

千

1 繰越金 1

円

1 0

5

）

諸収入 1,134 1,

款

157 △23

項

延滞金、加算金

本

及び過
1 30 30 0

料

年

2 償還

度

金及び還付加算金 1,

予

103 1,126 △2

算

3

3 雑

額

入 1 1 0

前

歳　　　入　　　合

年

　　　計 768,21

度

7 637,887 13

予

0,330

算額 比較増減(△)

滝沢市後期高齢者医療特別会計

－ 16 

第

－

1 後

１

期高齢者医療保険料 5

表

85,658 485,



　

理費 18,742 15

　

,028 3,714

出

後期高齢

（

者医療広域連
2 749

単

,044 622,42

位

8 126,616
合納

　

付金

後

千

期高齢者医療広域連
1

円

749,044 622

）

,428 126,61

款

6
合納付金

項

3 諸支出金 431

本

431 0

年

1 償還金及び還付加

度

算金 430 430 0

予

2 繰出金

算

1 1 0

額

歳　　　出　　　合　

前

　　計 768,217

年

637,887 130

度

,330

予算額 比較増減(△)

滝沢市後期高齢者医療特別会計

－ 17 －

1 総

歳

務費 18,742 15

　

,028 3,714

　

1 総務管



（白紙） 



議案第 ４ 号 

 

 

令和８年度滝沢市介護保険特別会計予算 

 

 

 令和８年度滝沢市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,715,099 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、100,000 千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 (2) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                           滝沢市長 武田 哲      

 

 

 

 

－ 19 － 



　

66

1

歳

介護保険料 1,133

入

,223 1,126,

歳

957 6,266

出

2 分担金及

予

び負担金 3,923 3

算

,224 699

歳

1 負担金 3,

　

923 3,224 69

　

9

3 使

　

用料及び手数料 11 1

　

1 0

1

入

手数料 11 11 0

（

4 国庫支出

単

金 839,977 80

位

3,938 36,03

　

9

1 国

千

庫負担金 785,85

円

3 757,465 28

）

,388

款

2 国庫補助金 54,

項

124 46,473 7

本

,651

年

5 支払基金交付金 1

度

,231,214 1,

予

185,739 45,

算

475

額

1 支払基金交付金 1,

前

231,214 1,1

年

85,739 45,4

度

75

6

予

県支出金 671,48

算

6 646,404 25

額

,082

比

1 県負担金 649,

較

732 626,185

増

23,547

減

2 県補助金 21

(

,754 20,219

△

1,535

)

7 財産収入 1 1 0

滝

1 財産

沢

運用収入 1 1 0

市

8 繰入金 83

介

5,200 756,6

護

40 78,560

保

1 一般会計

険

繰入金 721,576

特

691,402 30,

別

174

会

2 基金繰入金 113,

計

624 65,238 4

－

8,386

 

9 繰越金 1 1 0

2

1 繰越金

0

1 1 0

 

10 諸収入 63 63 0

－

延滞金、加算金及び過
1 50 50 0

料

第

2 預金利子 1 1 0

1 保険料 1

１

,133,223 1,

表

126,957 6,2



　

22,978 192,

千

121

円）

款 項 本年度予算額 前年度予算額 比較増減(△)

滝沢市介護保険特別会計

－ 21 －

3 雑入 12 12 0

（

歳　　　入

単

　　　合　　　計 4,

位

715,099 4,5



　

25,873 13,8

　

82 11,991

出

2 徴収費 1

（

1,373 13,04

単

1 △1,668

位

3 介護認定審

　

査会費 55,444 5

千

2,998 2,446

円

4 趣旨

）

普及費 220 264 △

款

44

2

項

保険給付費 4,417

本

,191 4,257,

年

391 159,800

度

1 介護

予

サービス諸費 4,07

算

1,794 3,917

額

,094 154,70

前

0

2 介

年

護予防サービス諸費 1

度

05,954 107,

予

844 △1,890

算

3 その他

額

諸費 5,393 3,9

比

63 1,430

較

4 高額介護サ

増

ービス諸費 117,3

減

80 111,616 5

(

,764

△

特定入所者介護サ－

)

ビ
5 103,731 1

滝

06,451 △2,7

沢

20
ス等費

市

高額医療合算介護

介

サー
6 12,939 1

護

0,423 2,516

保

ビス費

険

3 地域支援事業費 17

特

5,880 157,8

別

55 18,025

会

介護予防・

計

生活支援サ
1 141,

－

033 132,401

 

8,632
ービス事業

2

費

包括

2

的支援事業・任意
2 3

 

4,303 25,07

－

5 9,228
事業費

3 その他諸費 544 379 165

4 基金積立金 1 1 0

1 基金積立金 1 1 0

5 公債費 1 1 0

1

1 公債費 1 1

総

0

6 諸

務

支出金 29,116 2

費

7,545 1,571

9

1 償還

歳

2

金及び還付加算金 70

,

3 683 20

9

2 繰出金 28,

1

413 26,862 1

0

,551

8

歳　　　出　　　合

0

　　　計 4,715,

,

099 4,522,9

1

78 192,121

8

　

5 12,725

　

1 総務管理費



議案第 ５ 号 

 

 

   令和８年度滝沢市介護保険介護サービス事業 
   特別会計予算 
 

 

 令和８年度滝沢市の介護保険介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,830千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和８年２月２０日提出 

 

                           滝沢市長 武田 哲      
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0

1 予

歳

防給付費収入 3,15

入

2 3,152 0

歳

2 繰入金 3,

出

675 3,502 17

予

3

1 一

算

般会計繰入金 3,67

歳

5 3,502 173

　

3 繰越金

　

1 1 0

　

1 繰越金 1 1 0

　

4 諸収入 2 2

入

0

1 預

（

金利子 1 1 0

単

2 雑入 1 1 0

位

歳　　　

　

入　　　合　　　計 6

千

,830 6,657 1

円

73

）

款 項 本年度予算額 前年度予算額 比較増減(△)

滝沢市介護保険介護サービス事業特別会計

第

－ 24 －

１

1 サービス収入

表

3,152 3,152



　

予防支援事業費 6,8

　

29 6,656 173

出

2 諸支

（

出金 1 1 0

単

1 繰出金 1 1 0

位

歳　　　

　

出　　　合　　　計 6

千

,830 6,657 1

円

73

）

款 項 本年度予算額 前年度予算額 比較増減(△)

滝沢市介護保険介護サービス事業特別会計

－ 25 －

歳

1 事業費 6,8

　

29 6,656 173

　

1 介護


